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実践論文

福井大学教育実践研究　2023，第48号，pp.1－14

問題と目的

近年，教育虐待や教育ネグレクト，これらを包括する
エデュケーショナル・マルトリートメント（Educational 

Maltreatment: 以下では EM と略記）という概念が注目
されつつある。EM とは，“ 大人が子どもに対して教育
のつもりで行う，子どもの発達や健康にとって不適切な
行為」”（武田 ，2019，p. 94）と定義され，教育の強制（acts 

of commission）と，子どもの発達にとって必要な教育的
行為をなさないこと（acts of omission）という abuse と
neglect に対応する対極的な行為が含まれる。また，行
為者は子どもの保護者に限らず，広く子育てや子どもの
教育に関わる教育関係者，行政，教育産業，地域，メディ
ア，企業といった広範な「社会」までをも含むものと考
えられている（武田，2021）。保護者による教育の強制
については，児童虐待防止法における虐待と対応させ，
“ 親が教育という名目で行う子どもの受忍限度（心身が
傷つきに耐えられる限界）を超える虐待 ”（武田，2019，p. 

94）と定義される「教育虐待」という用語が用いられる。
逆に保護者が子どもの発達にとって必要な教育的行為を
なさないことについては教育ネグレクトという用語が用
いられる（武田，2019）。EM の具体的な内容である教
育行為は，家庭教育，幼児教育・学校教育・放課後の教

育など ”（武田 ，2021，pp. 56-57）であり，“「教育」
のコンテンツの中には，学校で学ぶ教科教育以外に，ス
ポーツや音楽などの芸術，習い事，家庭教育なども含ま
れます ”（武田 ，2019，pp. 94-95）とも記述されている。
これらの記述から，EM における教育（education）の範
囲は，大人が子どもに対して行う教育的関わり全般の中
で，子どもの発達や健康に不適切な影響をもたらす行為
であり，学習活動，スポーツ・芸術・文化活動が主たる
内容であると考えられる（大西・大西，2022）。筆者は，
他の先行研究の記述も踏まえて，EM で想定される教育
行為を次の 3 つに整理した（大西，2023）。すなわち，
教科学習や語学学習を主とする学業領域，スポーツ・芸
術領域（文化的活動を含む），しつけを通した日常生活
におけるマナーや基本的生活習慣，発達障害等をもつ子
どもに対する対人関係や日常生活の円滑化を目標とする
活動が含まれる生活スキル領域である。

前述のように EM や教育虐待，教育ネグレクトという
概念が注目されており，近年にも類書が相次いで出版さ
れている。例えば，現役の教師である川上康則氏は，教
室マルトリートメントという概念を提起し，学校現場に
おける EM について詳細な分析と予防啓発活動を行って
いる（川上，2022；川上（編），2023）。また，石井光
太氏は作家の立場から，保護者による EM の被害者によ
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　本研究は，福祉・医療・教育現場の専門家に対するインタビュー調査から得られた事例の質的分析
の第2報である。本研究では，保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメント（Educational 

Maltreatment: EM）のうち，学業領域に焦点を当て，その生起・維持に関与すると考えられるリスク要因
とEMの消失・改善に関与すると考えられる要因ついて実証的に検討することを目的とした。9名の専門家
から得られた13事例についてカテゴリー化を行い，（1）保護者の子どもとの関わりの特徴，（2）保護者
によるEMによって子どもに生じた身体・精神症状や不適応行動，（3）保護者によるEMのリスク要因，（4）
保護者によるEMの消失・改善要因，（5）生起・維持あるいは消失・改善に関与すると考えられる状況要
因の5つの観点から整理を試みた。（1）保護者の子どもとの関わりの特徴と（3）保護者によるEMのリス
ク要因については，先行研究の知見との対応関係についても検討を行った。
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る手記の分析やインタビューを通じて教育虐待につい
ての詳細な報告を行っている（石井，2023）。このよう
に EM やその関連概念は注目を集める一方で，実証的知
見は限られている。EM についての代表的な研究者であ
る武田信子氏，古荘純一氏，宮本信也氏による先行研究
はいずれも臨床的観察に基づいた理論的検討が中心であ
り，実証的な検討が十分に行われている状況とは言い難
い。しかも，これらの先行研究は相互に十分関連づけら
れているわけではなく，論者によって概念の定義や行為
の範囲，挙げられる関連要因の内容が異なっている。

そのため，筆者らは上記 3 氏の研究について概観し，
EM 及びその関連概念の定義，概念の範囲，それぞれの
概念の異同について整理した（大西・大西，2022）。

しかしながら，EM 概念と従来の虐待概念との対応関
係は十分に明確になったわけではなく，また，EM の境
界線についての議論は十分に尽くされたわけではない。
さらに，EM の生起・維持において，どのような要因が
関与しているかについて検討することも重要な課題とし
て挙げられた。

そこで筆者らは，後者の課題，すなわち，EM の生起・
維持において，どのような要因が関与しているかについ
て明らかにするために，保護者による EM 事例の質的分
析を行った（大西ら，2023）。具体的には，福祉・医療・
教育現場の専門家 5 名に対するインタビュー調査を実施
し，保護者による EM の事例を 9 つ収集した。各事例に
ついて，Hill，et al.（1997）の「合議制質的研究法」に
則り，（1）保護者の子どもとの関わりの特徴，（2）保護
者による EM によって子どもに生じた身体・精神症状や
不適応行動，（3）保護者による EM の生起・維持に関与
すると考えられるリスク要因（以後リスク要因と表記），

（4）保護者による EM の消失・改善に関与すると考えら
れる要因（以後消失・改善要因と表記）を整理・分析した。

分析の結果，（1）保護者の子どもとの関わりの特徴に
ついては，上位カテゴリーとして次の 5 つが見いだされ
た（カッコ内は下位カテゴリー）。すなわち，「1. 子ど
もと一緒に楽しい時間を過ごす」，「2. 教育熱心（早期
教育・受験，活動の間接的サポート，活動の直接的サポー
トの 3 下位カテゴリー）」，「3. 限度を超えた期待・強制・
強要」，「4. 人格・存在を否定（子の状態・要求・特性・
能力を見ない，価値観の押し付けの 2 下位カテゴリー）」，

「5. 子どもを支配（管理・監視・強制，脅迫・恐怖・不安・
暴力で支配，孤立化，取引の 5 下位カテゴリー）」である。
（2）保護者による EM によって子どもに生じた身体・

精神症状や不適応行動については，「1. 内在化問題」，「2. 

外在化問題」，「3. その他の精神病理」の 3 つが得られた。
（3）保護者による EM のリスク要因については，EM

に関わる人物や対人関係の観点から【EM を行った保護
者自身の特徴】，【家族関係・家庭の特徴】，【子どもの特徴】
の 3 つに整理し，それぞれについてカテゴリー化を行っ
た。まず，【EM を行った保護者自身の特徴】については，

上位カテゴリーとして次の 4 つが見いだされた（カッコ
内は下位カテゴリー）。すなわち，「1. 子どもに対する
理解（子どもの権利に対する理解不足，子どもの発達に
対する理解不足の 2 下位カテゴリー）」，「2. 過去経験（成
功体験，失敗体験の 2 下位カテゴリー）」，「3. パーソナ
リティ（気質的特性，劣等感，管理傾向，子どもと一体
化の 4 下位カテゴリー）」，「4. 思想・価値観（価値観の
偏り，上昇志向，形式的学歴主義，努力万能主義，親と
しての責任の拡大の 5 下位カテゴリー）」である。【家族
関係・家庭の特徴】については，上位カテゴリーとして
次の 3 つが見いだされた（カッコ内は下位カテゴリー）。
すなわち，「1. アンバランスな夫婦関係（家庭内地位の
アンバランス，片方がもう片方を恐怖で支配，片親不在
傾向の 3 下位カテゴリー）」，「2. 家庭内不和」，「3. 高い
社会経済的地位」である。【子どもの特徴】については，

「1. 障害特性」と「2. 従順なパーソナリティ傾向」の 2

カテゴリーが見いだされた。
最後に，（4）保護者による EM の消失・改善要因につ

いては，上位カテゴリーとして，次の 3 つが見いだされ
た（カッコ内は下位カテゴリー）。すなわち，「1. 子ど
も（子ども自身の成長，他者に助けを求めるの 2 下位カ
テゴリー）」，「2. 保護者（保護者自身が理解を示す，片
方保護者が片方の保護者をカバーするの 2 下位カテゴ
リー）」，「3. 周囲の状況・環境（価値観を揺さぶられる
体験，家庭外の理解者の存在の 2 下位カテゴリー）」で
ある。
（1）保護者の子どもとの関わりの特徴と（3）保護者

による EM のリスク要因については，EM についての代
表的な研究者である武田信子氏，古荘純一氏，宮本信也
氏の 3 者の先行研究との対応関係を検討し，いくつか
のカテゴリーについては先行研究で言及されているもの
の，言及されていないものもあった。本研究におけるカ
テゴリー化によってより包括的かつ詳細な関連概念の整
理を行うことができた。

このように大西ら（2023）では以上の知見が得られ
たものの，事例数は 9 事例と少なく，またそのうち 8 事
例は学業領域についての EM，1 事例のみがスポーツに
ついてであり，芸術活動についての事例はなく，生活ス
キル領域については，9 事例のうち 4 事例が神経発達症
の診断がついていたが，EM の内容としては学業領域が
主であり，生活スキルに関する内容はみられなかった。
そのため，各領域について事例を増やし，得られた概念
の妥当性の検証し，改善することが課題として挙げられ
た。

以上の課題を受けて，本研究では，保護者による EM

の中でも学業領域に焦点を当て，大西ら（2023）におけ
る学業領域 EM8 事例に加えて新たに専門家から得られ
た事例を質的に分析し，各カテゴリーの内容を精緻化す
ることを目的とした。学業領域に焦点を当てたのは，こ
れが EM の中で最も典型的な内容であることが先行研究
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から示唆されているからである（例えば武田，2021）。
学業はあらゆる子どもが取り組む内容であり，高等教育
機関への進学率の上昇，大学全入時代になっても依然と
して厳しい受験競争や教育産業の隆盛を背景に，保護者
にとっても，子ども自身にとっても，子ども時代におけ
る中心的活動であり，人生を方向づける重要な関心事で
あると考えられるものである。そのため，保護者による
EM の中でも多くを占めていると考えられるため，まず
は学業領域に焦点を当てることが EM の理解と予防にお
いて有益であると考えた。

方法

調査協力者
本研究では，心理臨床・学校教育の現場において臨床・

教育活動を行っている専門家 4 名から新たに協力を得て
事例を収集した。これらの専門家の職種の内訳は，スクー
ルカウンセラー 1 名，地域の心理相談室心理相談員 2 名，
小学校教諭 1 名であった。
調査方法

大西ら（2023）と同様に半構造化面接を用いて次の
要領で情報収集を行った。　

まず，事例選定段階では，調査協力者に対して事前に
EM の定義及び EM 行為をしてしまう保護者の特徴につ
いて古荘・磯崎（2015）の事例や新聞記事（東京新聞
2019 年 4 月 20 日夕刊）を用いて説明し，調査研究力者
の経験した保護者による EM 事例の中から情報提供して
もらう事例を選んでもらった。

次に，面接による情報収集段階では，古荘（2016，
2020），古荘・磯崎（2015），宮本（2019，2020），武田

（2014，2019，2021）などの先行研究を参考に以下の内
容について尋ねた。
デモグラフィック情報　EM を受けた子どもの年齢

（学年），家族構成，家族の居住形態，家族成員のおおよ
その年齢，保護者の職業，教育歴等について尋ねた。
保護者による EM行為の具体的事例　保護者が焦点を

当てていた教育領域（学業，スポーツ・芸術活動，生活
スキル），具体的な内容や頻度，継続期間，保護者自身
及び家族の特徴，子どもに対する影響等について尋ねた。

面接時には，筆記記録を行うとともに，調査協力者の
許可を得られた場合には面接内容を録音した。面接時の
筆記記録及び録音された音声記録をもとに事例の内容を
記述した「事例の記録」を作成した。
分析方法
事例の選定基準　以下の 3 つの条件を満たしている事

例を分析対象として選定した。すなわち，①保護者によ
る EM を含むマルトリートメント事例であること，②保
護者による EM の結果として子どもに身体・精神症状ま
たは不適応行動がみとめられること，③保護者による子
どもへの関わり行動及びそれについての保護者の考えや
保護者のパーソナリティの特徴，保護者と子どもを含む

家族関係の特徴について情報が得られていること，の 3

つである。本研究のインタビュー調査によって 6 つの事
例が得られたが，この基準を全て満たしていたのは 4 つ
の事例であり（Table 1 の事例 No. 6 ～ 9），2 つの事例
は③の内容のうち，特に保護者の考えやパーソナリティ
の特徴，家族関係の特徴が不明確なところがあった。2

つのうち 1 事例（Table 1 の事例 No. 12）については，
その他の情報が揃っており，学校教育場面における教師
の視点からの情報で貴重であるため分析事例に含めた。
また，大西ら（2023）における学業領域の EM 事例 8

事例のうち 1 事例（Table 1 の事例 No. 13）については，
②の内容が不明確なところがあったが，その他の情報が
揃っており，②についても，強いストレス下にあって病
気による長期療養中も対象児はそれまでの学習や習い事
に追われる生活を強迫的に維持しようとしたため，学習
活動を中心とする生活とそれを支える価値観に支配され
ていると判断できたことから分析事例に含めた。本研究
における分析事例の情報提供者の概要を Table 1 に示し
た。網掛けをしてある 5 つが今回のインタビュー調査に
よって新たに加えた事例であり，大西ら（2023）にお
いてスポーツ領域の事例として分析対象とした事例を除
外した合計 13 事例を分析対象とした。

情報提供者 事例
番号整理番号 所属機関 職種 専門分野

A 児童相談所 心理専門職

臨床心理学・
障害児心理学

1

2

B 児童相談所 心理専門職 3

C 学校相談室 スクールカウンセラー
4

5

D 学校相談室 スクールカウンセラー 6

E 地域心理相談室 心理相談員
7

8

F 地域心理相談室 心理相談員 9

G 医療機関 医師 医学
（小児科学）

10

11

H 小学校 教諭
学校教育

12

I 院内学級 教諭 13

網掛け部分は本研究のインタビュー調査で新たに得られた事例

Table 1　分析事例の情報提供者の概要

分析方法　半構造化面接によって得られた「事例の記
録」に対して，Hill et al.（1997）の「合議制質的研究法」
に則り，情報を整理・分析した。まず第 1 著者がデータ
の切片化，コーディング，カテゴリー生成を単独で行い，
その結果を第 2 著者及び第 3 著者が確認し，意見の異
なる箇所について合議を重ねて最終的なカテゴリーを生
成した。
倫理的配慮　本研究の実施について第 1 著者の所属

する大学の倫理委員会の承認を受けた（倫審第 69 号）。
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調査協力者には，（1）研究協力者及び事例の当事者に
ついての個人情報を厳密に保護すること及びその具体的
方法，（2）調査への協力は任意であり，調査協力をし
ないことによって不利益を被ることがないこと，回答途
中で回答したくなくなった場合に回答を中断してもよい
こと，（3）研究結果の公表方法，（4）研究結果のフィー
ドバックについて，調査依頼書及び口頭で説明した。こ
れらのことについて理解し調査協力に同意することを研
究承諾書への著名で確認した。同意の得られた協力者の
みに調査を実施した。

結果と考察

分析対象事例の概要
分析対象事例の概要を Table 2 に示した。なお，これ

以降掲載される Table においては，家族の特徴やカテゴ
リーの元となる具体例を記述しているが，個人情報保護
の観点から，データの本質を損なわないよう注意しなが
ら，抽象化したり細部を多少修正したりするなど個人が
特定されないよう配慮して記述した。

事例において保護者による EM を受けた子どもは，男
子が 6 名，女子が 7 名（主となる子どもの姉を入れる
と女子は 8 名）であった。学年は小学校低学年が 3 名，
小学校高学年が 2 名，中学生が 7 名，高校生が 1 名で
あった。保護者による EM が要因となって生じたと考え
られる子どもの身体・精神症状，不適応行動は， 12 事
例が該当していた。細かな整理は後述するが，家出や保
護者・友人・教師への暴言・暴力（パニック発作時に家
族に対する感情の爆発を含む）といった外在化問題，不
登校（傾向含む），引きこもり，自傷行為，チックといっ
た内在化問題がみられた。1 事例（事例 No. 13）につい
ては，前述したように明確な不適応状況についての情報
が得られなかったものの，強いストレス下にあり病気に
よる長期療養中も，対象児はそれまでの学習や習い事に
追われる生活を強迫的に維持しようとしたことから，学
習活動を中心とする生活とそれを支える価値観によって
支配されていると考えられた。子どもの発達的特徴及び
パーソナリティの特徴としては，ASD や ADHD，知的
障害などの神経発達症の診断（疑い含む）がある者が 6

事例あった。その他は抑うつ的，従順，友人関係が苦手，
愛着の問題，ゲーム依存傾向，暴力的傾向，解離的行動
など，多様な特徴を有していた。

子どもが受けた虐待的行為については，以下の特徴が
みられた。教科学習の内容は多くが学業成績を向上させ
るための学習塾に通うこと，与えられた学習教材をこな
すこと，保護者がつきっきりで指導する等であった。中
には保護者が進捗状況を確認するだけの場合もみられ
た。教科学習以外のスポーツや芸術などの習い事にも
通っており，それらによって多忙な日常生活を過ごして
いる事例もあれば，学習塾にのみ通っている事例もあっ
た。子どもの年齢が高くなるほど習い事が教科学習に集

約される傾向がみられた。 EM 以外の虐待的行為は，多
くが暴力や暴言で 7 事例にみられた。継続的でより重度
の内容の虐待行為がみられたものは全て児童相談所の事
例であった。さらにそれらの事例においては，暴力や暴
言が EM とセットで用いられており，EM よりも身体的
虐待が前面に出てくる事例であるといえる。実際，これ
らの事例が児童相談所につながったきっかけは保護者に
よる身体的虐待であった。しかし，児童相談所以外の事
例では暴力を伴うことはないか，あっても稀であり，比
較的純粋な形で EM が表れている事例であると考えられ
る。中には，生活態度を注意すると反抗してくる子ども
に手を焼いて自宅から閉め出すということもみられた。 

主な行為者は，父親が 6 事例，母親が 4 事例，両親が 3

事例（1 事例は父親が主導）であり，今回の分析対象事
例においては，父親が関与する割合が高いといえる。

家族については以下の特徴がみられた。まず，父親
が EM の主な行為者となっている場合では母親の影が薄
く，逆に母親が EM の主な行為者となっている場合は父
親の影が薄いという特徴が，片方の保護者が EM を行っ
た 10 事例中 8 事例にみられた。そのような片親の影が
薄いという特徴がみられなかった 2 事例においては，い
ずれも父親が EM の主な行為者であり，当初母親は父親
に理解を示していたものの，途中から子どもに理解を示
すようになり，父親と子どもとの間に入って状況を改善
することに努めることで EM が消失・改善することに寄
与していた。両親が EM の行為者となっていた事例にお
いても，途中から母親が子どもに理解を示すようになる
ことで状況が改善していった。他の家族については，優
れた兄妹と比較される事例もみられたが，ほとんどの事
例において兄弟姉妹は保護者による EM にあまり関わり
がなかった。ただし，1 事例は対象児の姉に対しても同
様に教科学習の強要があった。また，別の 1 事例のみ祖
母が状況の維持・悪化に関わっていた。

本研究において周辺環境の特徴として居住地域や親戚
関係についての情報を追加した。居住地域については，
除法のある 6 事例のうち，高級住宅街や都市部の地価の
高い地域に住んでいる事例が 5 事例と比較的高い割を占
めていた。社会階層について情報のある 4 事例のうち，
居住地域の情報のある 1 事例を除く 3 事例を加えた 9

事例のうち，社会経済的地位が中間層以上と考えられる
事例は 7 事例と高い割を占めていた。ただし，社会経済
的地位が低い層も含まれていることは留意する必要があ
るだろう。
コーディングとカテゴリー生成

大西ら（2023）で得られた（1）保護者の子どもとの
関わりの特徴，（2）保護者による EM によって子どもに
生じた身体・精神症状や不適応行動，（3）保護者による
EM のリスク要因（① EM を行った保護者自身の特徴，
②家族関係・家庭の特徴，③子どもの特徴），（4）保護
者による EM の消失・改善要因についての各カテゴリー
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No.

子どもの特徴 子どもが受けた虐待的行為 家族の特徴

周辺環境の特徴
性別 学年1

EMによって生じ
た身体・精神症
状，不適応行動

発達，パーソ
ナリティ，そ
の他

EM 他の虐待的行為 主な
行為者

父親自身及び子どもとの関
わり

母親自身及び子どもとの関
わり

1 男 小学校
高学年

家出，友人・教師
への暴力

高機能ASD，
ADHD

教科学習（毎日深
夜までの勉強を強
要する）

身体的虐待（暴
力），心理的虐待

（暴言：勉強しな
いなら食事は抜
き）

父親 大学受験で挫折体験あり。高
卒，会社員。高学歴で高収
入の職につかないと幸せにな
れないと信じている。

難関大卒で公務員。あまり
目立たない存在で夫の虐待
的行為を止めることができな
かった。

都市部の地価の高い地域に
居住している。多くの子ども
が中学受験をする地域でそ
れらに特化した塾も周囲に多
い。親戚等の情報は特になし。

2 女 中学生 自傷行為，服薬，
抑うつ，不登校

抑うつ的 教科学習，芸術，
スポーツ等習い事

（できないと家か
ら閉め出す，兄妹
との成績の比較）

身体的虐待（暴
力），心理的虐待

（暴言，携帯や手
紙を見られる）

母親 単身赴任して年に数度しか
戻ってこないためほとんど関
わりがない。

学歴，職業は不明。精神的に
不安定で子どもの前で自殺未
遂をしたり暴力や不安を搔き
立てる行為で支配した。

都市部の地価の高い地域に
居住している。多くの子ども
が中学受験をする地域でそ
れらに特化した塾も周囲に多
い。親戚等の情報は特になし。

3 男 小学校
高学年

不登校傾向，引
きこもり傾向，易
怒性

ASD 教科学習（早朝と
帰宅後にした教材
をやらせ，進捗を
チェックする）

身体的虐待（暴
力），心理的虐待

（暴言）

父親 学歴のある妻にコンプレック
スをもっており，妻や子ども
を恐怖で支配する傾向。子ど
もの能力を無視して理想を押
し付ける。

大卒で夫より高学歴。夫に恐
怖でコントロールされており，
夫のEMを止められず，別居
後離婚した。

明確な情報なし。

4 女 中学生 自傷行為，不登
校傾向，教師へ
の反抗

友 人 関 係 が
苦手

教科学習（目標と
する点数が取れな
いと修学旅行に行
かせない，転校さ
せる等条件をつけ
る）

特になし 父親 大卒で公務員であり，これら
は成功体験となっていると考
えられる。地域のトップ高校
に入学させることに拘ってい
る。

父親と同様の考えだったが途
中から子どもを理解しサポー
トするようになった。

居住地域については明確な情
報なし。幼稚園から中学校ま
でのエスカレーター式の学校
に通っており，学歴意識が高
い保護者が周囲に多い。親
戚等の情報は特になし。

5 男 中学生 家庭内暴力，登
校拒否

ゲ ーム 依 存
傾 向， 暴 力
的傾向

教科学習（幼児期
から習い事の宿題
を帰宅前に車中で
させていた），ス
ポーツ，語学等の
習い事

家から閉め出す
（祖母宅で過ごさ
せる）

母親 学歴は不明で妻の一族が経
営する会社勤務。別居してお
り子どもとは関わりが少ない
が、会うと中途半端に甘やか
してしまう。

パート勤務で学歴は不明。親
族に学歴コンプレックスを抱
えている。物を与える代わり
に言う通りにさせるなどの条
件付きの関わりを習慣的にし
ていた。最後は子どもに理解
を示すようになった。

明確な情報なし。

6 女 中学生 不登校傾向，被
いじめ体験（事
実誤認の可能性
あり）

友 人 関 係 が
苦 手。 お ど
お ど し て い
る

教科学習（深夜ま
での学習の強要，
状態と無関係の高
い要求水準）

心理的虐待（夫
婦関係の問題の
はけ口として母
親から強く当た
られる）

両親
（主に
父親）

大卒会社員。出張が多く出張
先から学習状態をチェックす
る。気分症で服薬治療中。自
己不全感あり。発達障害的傾
向あり。

パート勤務で学歴は不明。夫
婦仲が悪いが収入面で夫と
離婚したいができないしわ寄
せが子どもに出ている。子ど
もに共感的に関われない。

社会階層は低めで，旧来型
の暴力的なしつけが容認され
ているようなやや荒っぽい地
域。親戚等の情報は特になし。

7 男 中学生 不登校傾向，抑
うつ（心療内科
で薬処方）

繊 細・ 従 順
で お と な し
い性格

教科学習（中学受
験で能力以上の学
校に合格しついて
いけなくなった）。
不登校中も通塾

心理的虐待（不
登校の間は小遣
いなし。夫婦関
係の問題のしわ
寄せとして寝室
を奪われる）（不
登校児に一度の
み父親から暴力）

両親 大手会社勤務であるが学歴
不明。両親が主導して中学
受験の塾に通わせるようにし
た。学歴重視の価値観が強く，
子どもが不登校になった当初
は復学を第一目標としていた
が，徐々に子どもの状態に寄
り添う行動がみられた。

常勤職であるが学歴不明。両
親が主導して中学受験の塾に
通わせるようにした。学歴重
視の価値は夫婦で一致してい
るが，夫婦仲が悪い。対象児
に感情的に関わる態度が軟化
しなかった。

高級住宅街に居住している。
多くの子どもが中学受験をす
る地域でそれらに特化した塾
も周囲に多い。親戚等の情報
は特になし。

8 女 高校生 不登校傾向，起
立 性 調 節 障 害，
多量服薬

生 真 面 目 で
が ん ば り 屋
な性格

教科学習（高校入
学時に合格して希
望していた高校か
ら両親の意向で別
の高校に入学。大
学入試に有利との
ことでまた親の意
向で別の高校の1

学年下の学年に転
入した

特になし 父親 大手会社勤務で単身赴任。
学歴は不明。家庭内で力が強
く，留守中の子どもの教育を
母親に一任しているものの，
管理的で子どもに問題がある
と母親を責める。週末帰って
くると勉強をみる。子どもの
高校を自身の価値観のみで決
める。

パート勤 務であるが 学 歴
不 明。 不 登 校になって 体
調を崩した心 理 相談 室に
連 れ てくる が，父 親 との
力関係の中で言いなりに近く，
対象児に対して共感的に接す
ることも難しかったため状況
が好転しなかった。

高級住宅街に居住している。
対象児の学校について相談
する塾講師がいる。祖父母は
ともに教師で登校へのプレッ
シャーを両親は感じていたよ
う。

9 女 小学校
低学年

（ 妹 が 主
で，付随
して高学
年の姉）

妹：身内に対し
てのみ気に入ら
ないことがあると
パニック発作を
起こす，低い自
己評価
姉：不登校傾向

妹：ASD傾向，
軽度知的障害
姉：おっとり
している。発
達障害等の診
断や疑いなし

教科学習・芸術・
スポーツの習い事
を妹は幼稚園入園
の2歳時から週6日
こなしている。姉
は小学校入学時
から同様。

身体的虐待（妹
のパニック発作
時や飲酒時のみ）

父親 親から受け継いだ中小企業
社長。学歴不明。エネルギッ
シュな人物で学歴主義。自己
の不全感や劣等感を子どもで
埋め合わせようとする印象が
ある。子どもの障害への理解
が乏しく受け入れも難しい。

短大卒の専業主婦。勤務経
験あり。おっとりした性格で
夫から課せられた子ども3人
の大量の習い事のマネジメン
トと送迎をしている。多忙す
ぎて消耗しており子どもを丁
寧にみることも夫に調整を求
めることも難しい

姉を居住地域の隣の市にある
有名なエスカレーター式の学
校の附属幼稚園に入園させた
時から生活が一変した。教育
熱心な親コミュニティに入り，
その流れから取り残されな
いように習い事や保護者ミー
ティングに母親が忙殺される
ようになった。

10 男 小学校
低学年

チック，友人と喧
嘩

ADHD 教科学習（週末の
夕方から6時間程
度勉強をみる。で
きないと厳しい𠮟
責）

特になし 父親 学歴・職業は不明。教育熱心
で勉強をみる一方で一緒に遊
んだりしていた。子育てに悩
み，妻に促され医師に相談に
来ていた。

子どもを診察に連れて来る。
途中から子どもを理解しサ
ポートするとともに，夫に来
院を促し夫婦で相談してい
た。

居住地域については明確な情
報なし。中間以上の社会階層
で，比較的裕福な家庭。周囲
や親戚等の情報はなし。

11 女 中学生 イライラ感，登校
渋り

ASD，知的障
害，従順

教科学習（毎日母
子で泣ぎながら夜
中まで勉強する）

特になし 母親 学歴・職業は不明。影が薄く
前面に出て来ていない。

学歴・職業は不明。勉強をさ
せ知能指数も上がり療育手帳
は非該当だが学校生活では
苦労が続いている。

明確な情報なし。

12 女 小学校
低学年

友人・教師への
暴言・暴力行為

知的障害，解
離的行動

教科学習（能力以
上のことを要求さ
れ，できないと厳
しい叱責）

心理的虐待
（暴言）

母親 会社員で忙しくしている。学
歴・職業は不明。やさしく柔
和な性格で子どもからも慕わ
れている。

職業を持ちながら対象児の他
に幼児2名を育てており，多
忙で対象児に丁寧に関われ
ていなかったが教師との信頼
関係の中で医療機関に繋がっ
た。

特別社会階層が高いわけでも
低いわけでもない，比較的新
しく開発されたニュータウン
的な地域。親戚関係について
の情報はなし。

13 男 中学生 不明 従順，がんば
り屋。病気に
より長期療養
を余儀なくさ
れた

教科学習，スポー
ツ，語学等の習い
事（幼い時から毎
日）

特になし 両親 大卒で公務員であり，これら
は成功体験となっていると考
えられる。厳格で幼い時から
子どもに勉強をさせてきた。

常勤職で学歴は不明。幼い時
から子どもに勉強をさせ，発
病後も勉強を強制。長期療養
をきっかけに子どもに理解を
示し，子どもをサポートする
ようになった。

居住地域については明確な情
報なし。中間以上の社会階層
で，比較的裕福な家庭。周囲
や親戚等の情報はなし。

1子どもの学年は調査協力者と関わりがあった当時の初期の学年である

Table 2　調査協力者と関わりがあった当時の事例の特徴
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を用いて，第 1 著者と第 2 著者が新たに分析対象となっ
た 5 事例のコーディングを行った。まず，第 2 著者が
先にコーディングを行い，カテゴリーの修正案を作成し
た。次に第 1 著者がそのコーディング内容及び修正案に
ついて検討した。意見の分かれたコーディング結果及び
カテゴリー修正案について合議を行い，修正を行った。

この時点で，（2）保護者による EM によって子どもに生
じた身体・精神症状や不適応行動及び（4）保護者によ
る EM の消失・改善要因においてカテゴリーの追加が行
われた。一方，（3）保護者による EM のリスク要因につ
いても各対象についてのカテゴリーの追加・整理に加え
て，家族の周辺環境の特徴という最上位カテゴリーを追

Table 3　保護者の子どもとの関わりの特徴

上位カテゴリー 下位カテゴリー カテゴリーの説明 具体例
先行研究との対応関係1

武田信子氏 古荘純一氏 宮本信也氏

1. 子どもと一緒
に楽しい時間を
過ごす

子どもと一緒に遊んだり，スポーツをした
り，話をしたり，物作りをしたり，テレビ
を視たりなど，子どもと一緒に楽しい時間
を過ごす

・休日の夕方からは勉強を強制する一方で
土日の昼間は一緒に公園などで遊んでいた
・父親は日曜日には家族で遊園地とか
ショッピングモールとかに出かけている

2. 教育熱心

早期教育・受験
子どもが幼い時から習い事や学習教材をさ
せたり，幼稚園受験や小学校受験など早
期の受験を経験させたりする

・幼児期は小学校受験のための塾に行って
いた。
・本児は2歳から親の意向で毎日習い事を
している。

教育熱心 ①早期教育
③成績・受験

活動の間接的
サポート

学習塾や語学，習字，そろばん，スポーツ，
芸術などの習い事に通わせたり，保護者が
それらの習い事の送り迎えしたりする，そ
れらの活動において必要な物品を用意す
る，スポーツ活動における体調管理や回復
のためのトレーナーに診せるといった子ど
もの活動の間接的サポートを行う

・小学校1年生からピアノ，バレエ，水泳，
公文，書道を習っていた（親が習わせてい
た）。
・母親は3人の子どもを習い事に行かせる
ためにスケジュールを立てて送り迎えをし
ている。

教育熱心 ②英才教育
（双方理解あり）

活動の直接的
サポート

子どもが行っている活動において成果を上
げることができるように自らも子どもと一
緒になって活動に取り組む，直接教授・指
導する

・父親は毎週，金曜の夜と週末に勉強を教
えていた。
・父親がつきっきりで教えている。

教育熱心 ②英才教育
（双方理解あり）

3. 限度を超えた
期待・強制・強
要

子どもに課し求める活動やその成果が程
度あるいは頻度において一般的な水準を
著しく超えている

・小学校低学年から受験勉強を開始し，毎
日深夜まで勉強させられていた。
・「テストで○○点以上取れないと修学旅
行に行かせない，転校させる」や「〇〇高
校（地域のトップ校）に行け！」と言って
いた。

①勉強の過度の優
先2

②'英才教育（子の
理解なし），③成績・
受験

②教育に関する過
剰な強制の継続，
保護者の過剰な期
待

4. 人格・存在を
否定

子の状態・要求・
特性・能力を見
ない

子どもを一人の人格を持った存在して認め
ず子どもの状態・要求・特性・能力に応じ
ない

・本児の不登校の状況を全く理解せず日々
圧力をかけて追い込んでいた。
・母親は，幼少期～学童期における，学習
や習い事の成果に関して自分を満足させる
ことができた理想的な子ども像を求めると
ころからなかなか脱却できずこだわり続け
ていた。
・親は「やればできる子」と捉えており，
障害特性を誤って捉えている様子。
・兄とも比較されてきており，兄はバリバ
リ勉強をやっていたのにと言われた。
・がんばっているが，それについて両親か
ら褒められたことも喜ばれたこともほとん
どない。

①勉強の過度の優
先2

②'英才教育（子の
理解なし），③成績・
受験

①子どもに合わな
い教育の強制5

価値観の押し付
け

保護者自身の価値観のみを疑うことない絶
対的価値として子どもをそれに従わせる

・小さいころから父親から「一番をとれ」
と言われてきていて優等生であることを求
められている。
・親は医学部に進学させ，医者にならせる
ことを目標にしている。
・「子どものためを思ってやっている」「こ
の学校に入ったこと＝〇〇高校に行くこ
と」と言っている。
・「授業を受けているかに関係なく，成績が
悪いこと自体がおかしい」と本児をさらに
傷つけていた。

①勉強の過度の優
先2，③学校に行
かせない4

②'英才教育（子の
理解なし），③成績・
受験

①子どもに合わな
い教育の強制5

5. 子どもを支配

管理・監視・強
制

子どもに課し求める活動やその成果が達
成されるまで見張り，その活動に従事させ
るあるいはその他の活動をさせない

・できなければ，できるまで寝かせてくれ
ない。
・携帯を取られて友人とのやり取りや写真
を見られたり，友達からの手紙を見られた
り，プライバシーがなかった。
・それまでの両親の関わり方が本児に条件
をつけて思うように行動制御することから
変わっていない。

①勉強の過度の優
先2

②'英才教育（子の
理解なし），③成績・
受験

②教育に関する過
剰な強制の継続

脅迫，恐怖・不
安・暴力で支配

子どもに課し求める活動に従事させたりそ
の成果を上げさせたりするために厳しい叱
責，脅迫，暴力を用いる

・宿題とは別の市販の教材を親から強要さ
れている。それが出来なかったことで叩か
れた。
・不登校になってからは，本児はそれまで
もらっていた月ごとの小遣いを止められて
いる。

②人前で叱責3

④体罰を加える

②'英才教育（子の
理解なし），③成績・
受験

③成績不良に対す
る過度の叱責，⑤
叱りながら行う教
育，⑥ 暴 力をふ
るって勉強させる

孤立化
子どもに課し求める活動に従事させたりそ
の成果を上げさせたりするために子どもや
家庭を周囲から孤立させる

・泣き声通告の時の父親の態度の悪さも記
録に残っており，警察や児童相談所を家に
入れないという強い遮断があったよう。

取引
子どもに課し求める活動に従事させたりそ
の成果を上げさせたりするために子どもの
要求に一部応じる

・本児がやりたいと言った○○教室に通わ
せてもらっており完全にすべてを否定され
ているわけではない。

1議論の対象となっていない箇所を空欄で示した。武田信子氏：武田（2014, 2019, 2021），古荘純一氏：古荘・磯崎（2015），古荘（2016），古荘（2020），宮本信也氏：宮本（2019, 2020）
2①勉強の過度の優先：勉強や宿題の時間を過度に優先し，遊び・休憩・睡眠の時間を剝奪する，3②人前で叱責：問題行動を人前で頭ごなしに𠮟責する，4 ③学校に行かせない：学校教
育に不信感を抱いて子どもを学校に行かせず代替手段も用意しない，5①子どもに合わない教育の強制：子どもの年齢，能力，学習スタイルに合わない教育の強制
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保護者による学業領域のエデュケーショナル・マルトリートメントの生起・維持に関与する要因と消失・改善に関与する要因の検討

加した。さらに，（5）保護者による EM の生起・維持及
び消失・改善に関与すると考えられる状況要因という新
たなカテゴリーを追加した。このように修正されたカテ
ゴリーを用いて再度 5 つの分析対象事例にコーディング
を行った。さらに，大西ら（2023）における 8 事例に
対して，第 1 著者が新たなカテゴリーを用いてコーディ
ングを行い，修正されたコーディング結果について第 2

著者と合議を行い，カテゴリー修正案が問題なく適用可
能であるか確認を行った。その後，第 3 ～第 5 著者が
カテゴリー修正案及び全事例のコーディング結果の確認
を行った。最後に，出された修正案について著者全員で
合議を行い，最終的なカテゴリー及びカテゴリーの説明
を策定した。

その結果，（1）保護者の子どもとの関わりの特徴，（2）
保護者による EM によって子どもに生じた身体・精神症
状や不適応行動，（3）保護者による EM のリスク要因（①
EM を行った保護者自身の特徴，②家族関係・家庭の特
徴，③家族の周辺環境の特徴，④子どもの特徴），（4）
保護者による EM の消失・改善要因，（5）保護者による
EM の生起・維持及び消失・改善に関与すると考えられ
る状況要因の 5 つに整理できた。
（1）保護者の子どもとの関わりの特徴　最終的なカ

テゴリーの内容及び先行研究で指摘された EM との対応
関係についてまとめたものを Table 3 に示した。上位カ
テゴリーは，「1. 子どもと一緒に楽しい時間を過ごす」，

「2. 教育熱心」，「3. 限度を超えた期待・強制・強要」，
「4. 人格・存在を否定」，「5. 子どもを支配」の 5 つであ
る。この内容については，大西ら（2023）と同様であり，
特に大きな変更箇所なみられないため，細かな説明は割
愛する。
「1. 子どもと一緒に楽しい時間を過ごす」は，保護者

が子どもと一緒に遊んだり，スポーツをしたり，話をし
たり，物作りをしたり，テレビを視たりなど，子どもと
一緒に楽しい時間を過ごすという関わりであり，EM と
は異なる内容であった。
「2. 教育熱心」は，下位カテゴリーとして「早期教育・

受験」，「活動の間接的サポート」，「活動の直接的サポー
ト」の 3 つがあり，いずれも保護者が子どもの教育に熱
心に関与している内容であった。これらは EM の範疇に
は入らないと考えられるが，EM の素地となりうる内容
である。
「3. 限度を超えた期待・強制・強要」は，保護者が子

どもに対して特定の活動を課して，それに対する一定の
成果を求め，且つその活動や成果が程度あるいは頻度に
おいて一般的な水準を著しく超えているという内容であ
る。
「4. 人格・存在を否定」は，「子の状態・要求・特性・

能力を見ない」，「価値観の押し付け」の 2 つの下位カテ
ゴリーからなっている。
「5. 子どもを支配」は，「管理・監視・強制」，「脅迫，

恐怖・不安・暴力で支配」，「孤立化」，「取引」の 4 つの
下位カテゴリーからなっている。これらはいずれも，保
護者が子どもに課し求める活動に従事させたりその成果
を上げさせたりするために保護者が用いる方略であると
考えられる。

以上の保護者の子どもとの関わりの特徴は，「1. 子ど
もと一緒に楽しい時間を過ごす」や「2. 教育熱心」は
必ずしも EM とは限らない内容であるが，「3. 限度を超
えた期待・強制・強要」，「4. 人格・存在を否定」，「5. 

子どもを支配」の 3 カテゴリーについては，一人の人格
を持った存在としての子どもの人権を侵害する行為であ
り，EM に該当する内容であると考えられる。本研究で
は保護者による EM がみられる事例を分析対象としてい
るが，そのような事例においても保護者の子どもとの具
体的な関わりについて検討してみると，必ずしも EM だ
けを行っているといえず，他の多くの保護者が普段行っ
ているような通常の教育的関わりも行っていた。このこ
とから，EM は保護者の通常の教育的関わりの延長線上
にある行為であることが示唆される。
（2）保護者による EM によって子どもに生じた身
体・精神症状や不適応行動　大西ら（2023）と同様に
Achenbach & Edelbrock（1978）にしたがい，不登校，
抑うつ，心身症状，自傷行為や自殺未遂等の内在化問
題（internalizing problems）と，友人や教師への暴力行
為，家族への暴力，家出などの外在化問題（externalizing 

problems）に整理した。山形ら（2006）によると，外在
化問題は，年齢相応に状況に見合った行動をコントロー
ルすることができず，周囲の大人や仲間たちに厄介を与
えるタイプの問題行動で，注意散漫や攻撃的，反社会的
行動を指す。一方，内在化問題は，過度の不安や恐怖，
抑うつなど，他人よりも本人に問題を生じさせるタイプ
の問題行動を指す。最終的なカテゴリーの内容を Table 

4 に示した。カテゴリーは，前述した「1. 内在化問題」
と「2. 外在化問題」に加えて，「3. その他の心理的問題」，

「4. 自己の発達の阻害」の 4 つに整理した。
本研究の分析対象事例においては，「1. 内在化問題」

として抑うつや不安などの感情症状，チック・腹痛など
の心身症状，不登校傾向，自傷行為，多量服薬，自己評
価の低下がみられた。「2. 外在化問題」としては，保護
者・教師への反抗，家出，友人・教師・保護者への暴力
などがみられた。「3. その他の心理的問題」については，
愛着の問題及び解離的行動がみられた。全体としては男
子においては外在化問題が多く，女子においては内在化
問題が多くみられ，特に女子の内在化問題は自傷行為や
多量服薬など重篤な行動化がみられた。本研究において，

「3. その他の心理的問題」には従来の愛着の問題に解離
的状態が追加され，EM によって外在化・内在化問題以
外にも幅広くかつ重篤な問題が生じる場合があることが
示唆された。さらに，「4. 自己の発達の問題」は，上記
3 カテゴリーのような精神疾患や精神障害と判断し得る
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大西　将史，廣澤　愛子，望月　直人，望月　基子，大西　　薫

明確な問題でなくと，一人の独立した個人が人生を歩ん
でいく上で必要不可欠な主体性や自立性を獲得すること
の不全状態であることを示唆しており，保護者が目指し
ている “ 子どもの幸せな人生 ” に対して，EM が真逆の
効果をもたらしていることをも示唆している。EM が重
大な問題につながっていることを意味しているととも
に，精神疾患等の明確な不適応状態として顕在化せずと
も，上記のような潜在的な問題を抱えている子どもが少
なからず存在する可能性を子どもに関わる大人は考慮し
ていく必要があると言えよう。
（3）保護者による EMのリスク要因　最終的なカテゴ

リーの内容を Table 5-1，Table 5-2 に示した。最上位
のカテゴリーとして，大西ら（2023）における【EM を
行った保護者自身の特徴】，【家族関係・家庭の特徴】，【子
どもの特徴】の 3 つに新たに【家族の周辺環境の特徴】
を加えた 4 つに整理した。
【EM を行った保護者自身の特徴】は，上位カテゴリー

として，「1. 子どもに対する理解」，「2. 過去経験」，「3. 

パーソナリティ」，「4. 思想・価値観」の 4 つに整理した。
さらに本研究では中位カテゴリーを追加した。
「1. 子どもに対する理解」は，従来と同様「子どもの

権利に対する理解不足」と「子どもの発達・状態に対す
る理解不足」の 2 つの下位カテゴリーからなっている。
「2. 過去経験」は，「成功体験」と「失敗体験」の

2 つの下位カテゴリーからなっているとした大西ら
（2023）より変更し，中位カテゴリーに新たなに「被教
育経験」と「成功／失敗体験」を設定した。「被教育経
験」は，さらに下位カテゴリーとして「被 EM 経験」と

「高い教育歴」を設定した。「成功／失敗体験」は，さら
に下位カテゴリーとして従来と同様「成功体験」と「失
敗体験」を設定した。
「3. パーソナリティ」は，従来は「気質的特性」，「劣

等感」，「管理傾向」，「子どもと一体化」という 4 つと

していたものを，新たに中位カテゴリーとして「気質的
特性」と「後天的特性」を設定した。「気質的特性」は，
従来は説明文にまとめられていた多様な内容を整理し，
下位カテゴリーとして「発達障害的傾向」「偏ったパー
ソナリティ傾向」「不安が高い」を設定した。また，後
天的特性は，従来の気質的特性以外の 3 つ下位カテゴ
リーに「自己不全感」「自立における問題」を加えた 5

つとした。
「4. 思想・価値観」は，従来は「価値観の偏り」，「上

昇志向」，「形式的学力主義」，「努力万能主義」，「親とし
ての責任範囲の拡大」の 5 つとしていたものに「成果主
義」を加え，「形式的学歴主義」を「学歴主義」に，「努
力万能主義」を「努力至上主義」に文言修正している。
【家族関係・家庭の特徴】は，従来と同様に「1. アン

バランスな夫婦関係」，「2. 家庭内不和」，「3. 高い社会
経済的地位」の 3 つの上位カテゴリーとした。
「1. アンバランスな夫婦関係」は，「家庭内地位のア

ンバランス」，「片方がもう片方を恐怖で支配」，「片親不
在傾向」の 3 つのカテゴリーからなっており，従来のカ
テゴリーからの修正は必要ではなかった。
「2. 家庭内不和」は，従来は夫婦関係や同居祖父母を

想定していたが，事例の中で，夫からのプレッシャーを
受けた妻がそこでのストレスを子どもに向けてしまい，
子どもが暴力のはけ口となってしまうという状況がみら
れたため，そのような事象を含めることができるように
カテゴリーの説明を修正した。
「3. 高い社会経済的地位」については従来と同様で修

正は必要なかった。ただし，事例の中には高い社会経済
的地位とは必ずしもいえない家庭もあり，この要因が
EM において決定的なものとはいえないという点は特に
留意する必要があるだろう。これは，学業や学歴という
ものがあらゆる保護者・子どもにおいて重要な関心事項
であることを踏まえると当然のことと言えよう。程度や

カテゴリー カテゴリーの説明 具体例

1. 内在化問題 不登校，引きこもり，身体的訴え，不安抑うつ，
社会性の問題，思考の問題，注意の問題，自傷行為，
自己評価の低下や他者からの評価を特に気にする
等

・不登校傾向。
・夜眠れない。情緒的に不安定でよく泣いている。
・本児は保健室によく行っていた。
・リストカットをしており，イライラして頭痛薬を多量摂取することもあった。
・週末になるとチックが出たりした。
・自分が何かイライラするとかいうのを自分に向けるようになり，「自分はすごくアホなんや」とか，「自分は
できないんや」と言う。
・検査時の様子は，評価をすごく気にする子どもなので，「わからない」と言えない。

2. 外在化問題 頑固・言いつけに背く，不機嫌・イライラ・短気・
大声で叫ぶなど感情的，物を壊す・暴力など攻撃
的行動，家出・徘徊・万引き・喫煙など反社会的
行動等

・担任は本児から殺虫剤をかけられたことがある。
・授業中は授業内容と全く関係のない趣味の作業をしていて集中できていないし，教師に反抗しているよう
にみえる。
・学校でイライラしたりして友だちと喧嘩をしてしまう。
・パニックみたいになると，もう一切抑制が効かない。
・母親への家庭内暴力がひどくなった。

3. その他の心理的問題 反応性愛着障害や解離状態等，上記の内在化・外
在化問題とは異なる心理的問題

・本児は介入後に愛着障害と判明。
・後に信頼関係ができて本人に聞くと，パニックになったときは「頭が真っ白で何も考えられない」と語った。
・その時は顔つきが変わり，急に二重人格みたいになる。

4. 自己発達の阻害 主体性や自分自身の価値観・人生観の形成が阻
害され，自身の好きな物事や活動，自身の進みた
い方向性がわからなくなってしまっている状態や，
保護者等から言われたことと同じ価値観をそのま
ま自身の価値観としてしまっている状態

・本児は「いい大学を出て，いい会社に入るために○○（学校）に残りたい」と，父親の言ってるそのまま
という感じのことを語った。
・父親が求める人物にならないといけないという価値観が染みついている様子。 

・親が死ねと言ってきた時，自分でも死なないといけないと思っていた。

Table 4　保護者によるEMによって子どもに生じた精神・身体症状や不適応的行動
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保護者による学業領域のエデュケーショナル・マルトリートメントの生起・維持に関与する要因と消失・改善に関与する要因の検討

Table 5-1　保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメントの生起・維持に関与すると考えられる危険因子

上位カテゴ
リー

中位カテ
ゴリー

下位カテ
ゴリー カテゴリーの説明 具体例

先行研究との対応関係1

武田信子氏 古荘純一氏 宮本信也氏
【保護者自身の特徴】

1. 子どもに対
する理解不足

子どもの権
利に対する
理解不足

子どもを一人の人格を持った存在（権利主体）であることを理解し
ていない

・テスト時には夜中の2時まで勉強を強要した。
・本児が体調不良になっていても対応は変わらなかった。
・不登校になった本児に対して日々圧力をかけて追い込んでいた。

子どもの人権に対する
無知

宗教を理由に子どもを
学校に行かせない

子どもの発
達・ 状 態・
個性に対す
る理解不足

子どもの発達にとって教科学習やスポーツ・芸術活動だけでなく，睡
眠，遊び，活動自体を自ら選択し，それを通した充実感の積み重ね
といったことが重要であることを理解していない，また，子どもの状
態や個性について十分に理解しておらず，保護者自身や兄弟姉妹等
と同じように関わればよいと考えている

・母親も父親も子どもの好きなことについて何もわからないと言う。
・本児は2歳から父親の意向で毎日習い事をしている。
・母親は学校が変われば本児は登校できるという風に思っている感
じ。環境が悪かっただけという認識。

将来のために今を犠
牲にするのは仕方な
い，生涯発達の観点
の不在

子どもは大人が考える
以上にストレスが多く
ストレスに弱いと気づ
く，子どもの適切な情
緒発達を理解する

2. 過去経験

被教育経験
被EM経験 保護者自身が子ども時代に保護者やその他の大人等からEM的な関わ

りをされて育った経験がある
・父親は子ども時代スパルタ教育を受けており，よくできても一度も
ほめてもらったことがないような家庭だった。

高い教育歴 保護者自身が高い教育歴を有している ・父親は小学生のころから私立の学校に通っていて，そこで努力して
上がって来た（高い学歴と職業，社会的地位を築いてきた）人のよう。

成功／失敗
体験

成功体験

子どもに課し求める活動において保護者自身または子どもが過去に
重要な成功を収めた経験がある（子どもにもそれを経験させようとし
たり，自身の経験またはこれまで子どもに行ったきてうまくいった方
略を取らせようとする）

・学習には自信があり相当よくできる子どもだった。
・本児は，小学校時代は「早期教育の賜物」で勉強には苦労しなかっ
た。スポーツでも認められることが多かったなど，中学校入学までは
母親の教育方針に沿って取り組み，成果を挙げていた様子。

子どもの学業成績が
小学校時代から優れ
ていたことで期待を生
じさせた

失敗体験 子どもに課し求める活動において保護者自身が過去に挫折した経験
をもっている（子どもにおいてそれを挽回しようと固執している）

・父親は医者を目指して挫折した。 親自身が受験で失敗
した経験

親が進学をあきらめた
経験 保護者の代償機制

3. パーソナリ
ティの特徴

気質的特性

発達障害的
傾向

発達障害を含む生来の特性として，柔軟性のなさ，極端な思考，執
拗さ，感情的，易怒性，理詰め，杓子定規，安直さ，自分本位等の
傾向がみられる

・親がASDなので，こだわって勉強させようとした。
・父親は他者の気持ちが分からないようなタイプ。自分がやっている
ことがおかしいとは自分では気づけない。人との関係の持ち方からし
て，発達障害的な特性があったのかも。人の話を聞かない。
・本児が母親に死にたいと言ったときに，死ねばいいじゃないと止め
てくれなかった。
・母親は多弁な方で，感情的ではあるが話は論理的にする方。理詰
めで正論で話すタイプ。

偏ったパー
ソナリティ
傾向

自己評価が低く不安定でそれを埋めるために他者を持ち上げたり攻
撃したりする，あるいは低い自己評価を埋め合わせるために誇大なふ
るまいをしたりする，共感性が低い等，境界性・自己愛性パーソナリ
ティ傾向がみられる

・父親は，勉強では自分の方ができるから，勉強では優位に立てると
いう自尊心を保てるものだったのかもしれない。
・母は不安定な人で，死にたいということがあった。
・母親は自分の都合の悪いことを言われるからと面談を中断した。
・父親は結婚後に本領を発揮し始めて，母親に対して人格を否定す
るようなコントロールがあった。

不安が高い
不安が高い，あるいは不安が高いことにより不安を高めるような状況
を回避したり，不安を抱えられず他者に不安を肩代わりしもらうよう
な行動を取ったりする

・子どもの習い事を１つ減らせないかと言うと，頑なに拒否する。
・母親は自分で抱えられない人。
・父親からのプレッシャーもあるが，母親自身もママ友関係が崩れる
のが怖いというのがあるのではないか。

後天的特性

自己不全感 自己の理想とする水準に達していない，思うような自己になっていな
いという満たされない思いが強い

・もっと俺はやれるはず，やれたはずという思いが強い。
・虚勢を張る父親。大きく見せようとする父親。

自分への不全感と劣
等感

自分自身の満たされな
さ

劣等感
兄弟姉妹等の近縁者や友人・同僚・配偶者との間に学歴・職業・社
会的地位・収入等における劣等意識があったり，近親者に障害を持っ
た人がいることで負い目のような意識を持っていたりする

・父親の学歴コンプレックスが強い。父親の兄はいい大学に行ったが，
自身は三流私立大学にしか行けなかった。
・母親は自身の学歴について，大人になってからも叔父から指摘され
ることがあるようで，学歴コンプレックスをもっていた様子。

自分への不全感と劣
等感 親のコンプレックス

自立におけ
る問題

保護者が自身の保護者等から与えられた価値観を未だ吟味して再構
成できておらず，借り物の価値観や人生観に依存している状態

・共に教師である父方の両親には本児の不登校のことは伝えておら
ず，登校することについて何らかのプレッシャーを受けていることが
窺える。

管理傾向 様々な物事について自身の思うように管理し，コントロールしようと
する傾向であり，人が対象の場合は他者操作傾向といえる

・父親は仕事に行っている間に大量の課題を設定して，帰ってくるま
でに本児にやらせていた。
・父親は成績や習い事の成果などにもすべて目を通していて，点数が
低かったり，成績が悪かったりすると怒る。
・母は過干渉で勉強を強いるだけじゃなく自由がない。

親たちはより幼いとき
から子どもたちを親の
敷くレールに乗せて、
生活保障につなげよう
と考える

子どもと一
体化

子どもを自身の延長のような存在とみなし，子どもの成功・失敗を自
身のことのように感じたり，自身のアイデンティティの拠り所にしたり，
子どもを自身の所有物のように扱ったりする

・父親は挫折経験から，子どもを医者にさせたいということがある。
親の夢を託しているところがある。
・本児への対応には，父親自身の満たされなさがあったよう。自分の
うまくいかなさを代理実現させたいというものがあった。

「子育てに成功する親
になりたい」「自分が
承認されたい」，女性
差別と代理競争

母親が仕事をやめて
育児に専念，親自身の
満たされない思いを子
どもに投影

保護者の代償機制

4. 思想・価値
観の特徴

価値観の偏
り

保護者自身の価値観に基づいて重視している領域（学力・学歴，芸術，
スポーツ等）の活動にのみ価値をおいて他を顧みない

・勉強を強いることについて，「子どもの未来の選択肢を増やしたい」
という定番の台詞が何度も出てくる。
・母親は，「勉強遅れませんか？」といつも聞いてきた。
・将来困らないという願いのもと，大学の医学部に進学させ，医者に
ならせることを目標にしている。

高収入・高学歴が幸
せと考える

親の価値基準が成績
に極端に偏っている

（石井花梨氏）

成果主義 重視している領域の活動において高い成果を残すことのみ価値をお
いて子どもの状態や周囲の状況を顧みない

・ダンスが好きな本児に対して親は「じゃあダンスをもっと極めろ。
何かやるならとことんやれ」という。

上昇志向 保護者自身や家族の学歴・社会的地位・収入を高めることに重きを
置いている

・父親は子どもを裕福に育てたいという気持ちが最初にあり，いい大
学に行って，いい仕事に就いて，自分で成功していける子どもに育て
たいというのがあったそう。
・満点を取って人として合格という非常に高い要求水準。

高収入・高学歴が幸
せと考える

学歴主義
それが実際に子どもの幸せや自己実現に結び付くかどうか，子ども
がどのようなことを学ぶのかその実質的意味を顧みることなく学歴を
重視する

・父親はいい学校を出ていい大学に行くことがうまく生きられる手段
と考えている。
・両親は大学に行ってほしいので，１年留年してでも推薦枠のあるそ
の高校に通わせたかった。

何としてでも子どもを
高得点の子どもにした
い

努力至上主
義

子どもの状態・特性・能力に応じることなく「やればできるはず」と
ひたすら努力することを求める

・父親は小学生のころから私立の学校に通っていて，そこで努力して
上がって来た（高い学歴と職業，社会的地位を築いてきた）人のよう。
・「やればできる子」と捉えており，障害特性を誤って捉えている様子。

親としての
責任範囲の
拡大

子どもの育ちや将来について親が絶対的な責任を持つ必要があると
信じている

・学校の成績が悪かったため，焦りがあった様子（おそらく両親とも
に）。不甲斐ないという思いがあったのかもしれない。
・「子どもの面倒を見るのは親。子どもだからこそ，親がちゃんと誘導
しないと」と語った。

将来への生活不安と
大人の責 任の呪 縛，
将来への不安感

子どもへの教育の思
いの根底に不安があ
る

障害がある子どもを何
とかしてできるように
してあげたいという熱
い思い

1議論の対象となっていない箇所を斜線で示した。武田信子氏：武田（2014, 2019, 2021），古荘純一氏：古荘・磯崎（2015），古荘（2016），古荘（2020），宮本信也氏：宮本（2019, 2020）
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大西　将史，廣澤　愛子，望月　直人，望月　基子，大西　　薫

形の違いはあれども，EM があらゆる家庭において起こ
りうる問題であると考えておくことが重要である。
【子どもの特徴】は，従来と同様に「1. 障害特性」と

「2. 従順なパーソナリティ」の2つのカテゴリーからなっ
ており，特に修正は必要でなかった。

最後に，新たに追加された【周辺環境の特徴】につい
ては，上位カテゴリーとして「1. 地域の特徴」「2. 親族
の特徴」を設定した。
「1. 地域の特徴」については，下位カテゴリーとして，

「家族の住む地域の特徴」と「子どもの通う学校・園の

特徴」の 2 つを設定した。「家族の住む地域の特徴」と
しては，家族の住む地域が高い社会階層の人が住む高級
住宅街で，中学受験等いわゆる “ お受験 ” をする子ども
が多く集まっている地域であるという内容であり，その
ような特徴を持つ地域に居住することで，保護者は自然
と「教育熱心」になっていくというものである。おそら
くそこに他の要因が重なることで「教育熱心」は成果を
求め，EM 的な行為に発展する可能性が高まると考えら
れる。「子どもの通う学校・園の特徴」については，子
どもが通う学校や園が偏差値の高い中高一貫校や地域の

Table 5-2　保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメントの生起・維持に関与すると考えられる危険因子（続き）

上位カテゴリー 下位カテゴリー カテゴリーの説明 具体例
先行研究との対応関係1

武田信子氏 古荘純一氏 宮本信也氏
【家族関係・家庭の特徴】

1. アンバランス
な夫婦関係

家庭内地位のア
ンバランス

夫婦間で生まれ・学歴・社会的地位・収入
などの外形的特徴やそれと関連した力関係・
発言力がアンバランス

・母親自身は父親にブレーキをかける立場になれ
るわけではなかった。「お父さんは『子どものため』
と思ってやっているので，あまり反対のことは言え
ない」ということであった。
・力関係が父親が上で，母親はあまり父親に言え
ない。本児が留年になったのは母親の責任と言わ
れても，それに言い返したりとかはできない。

片方の親がも
う片方に反論
できない

片方がもう片方を
恐怖で支配

家庭内で片方の保護者の立場が極端に強く
もう片方の保護者を恐怖で支配している

・（一時保護のことを）母親にまず伝えたら，母親
は取り乱し，「自分が夫に責められる。怒られる」
と取り乱した。

片方の親がも
う片方に反論
できない

片親不在傾向
家庭内で片方の保護者が不在であったり著
しく存在感がなかったりするためにもう片方
の保護者の存在感だけが目立つ

・幼少期から父は単身赴任のような生活で年に1回
くらいしか家に帰ってこなかったため，本児は「た
まに帰ってくるおじさんみたいな人」と感じている。
・母親はほとんど話題に挙がらない影の薄い存在。

母親は教育熱
心父親は無関
心

2. 家庭内不和

家庭内のメンバーの関係が悪く，お互いに不
満を抱いている。あるいは，家庭内の立場
の弱い者が立場の強い者の暴力のはけ口と
なる

・父親が母親に当たるので，母は本児に八つ当た
りする。
・夫婦間で会話はほとんどなくて，ご飯も別々で
あった。

3. 高い社会経済
的地位

保護者が社会的地位の高い職業に就いてい
る，または経済的に安定している職業に就い
ている，または保護者やその家族が高学歴
など，これらの特徴が単独でみられたり複合
的にみられたりする

・居住地域が，社会階層の高い人が集まっている
地域。
・父親は広告代理店勤務。

両親ともに高
学歴で，社会
的地位が高い

【周辺環境の特徴】

1. 地域の特徴

家族の住む地域
の特徴

家族の住む地域が高い社会階層の人が住む
高級住宅街で，中学受験等いわゆる“お受験”
をする子どもが多く集まっている地域である

・社会階層の高い人が集まっている地域に住んで
いる。地域柄，中学受験をする子どもが多い。
・地方都市の高級住宅地域に居住している。

子どもの通う学
校・園の特徴

子どもが通う学校や園が偏差値の高い中高
一貫校や地域のブランド的価値を持った学
校等の附属学校・園であり，学力やブランド
価値を重視する価値観を持つ保護者・教育
者が集まっている。

・その地域では数少ないエスカレーター式の附属
学校に通っている。
・幼稚園や小学校のママ友の会合なども昼の時間
帯にあり，特に小学校の保護者会が多い。ランチ
ミーティングも多い。

2. 親族の特徴

学歴・社会的階
層

近しい親族に高学歴・高所得・社会的地位
の高い職業の人がいる

・父親の実家は裕福な家庭であった。
・父親の実家は，相続などの関係もあるのか，本
児に対して経済的援助をしている可能性が高い。
だから母親はそれに対して応えないとという思い
がある。

その他 近しい親族に障害を持った人がいる

・父親のきょうだいには障害があり，父親はその
プレッシャーを背負ってがんばってきた。母親は，
父親の実家からプレッシャーを感じているようで，
子どもの障害のことを話せない。

【子どもの特徴】

1. 障害特性

知的能力障害群，自閉スペクトラム症，注意
欠如・多動症，限局性学習症等の神経発達
症と診断されている，あるいはこれらの特性
を強く有している

・本児はASD 。
・本児は知的に遅れの無いADHD児で投薬治療を
している。
・知的な能力の低さに加えて，ASD傾向も結構あり，
こうじゃないとだめというのがある。
・知的に問題があるので，勉強が分からない。
・検査を受けたら知的障害に引っかかるぐらいの
レベルだった。ただ，言語領域は大丈夫だったよ
う。だからぱっと見はそんなに勉強が分からない
とは見えない。他の問題行動の方が目立っていた
が，実際は全然話が理解できてなかった。

発達障害，知
的障害，身体
障害，精神疾
患

発達障害，知
的障害

2. 従順なパーソ
ナリティ傾向

おとなしく従順なパーソナリティ傾向があり，
保護者の考えに疑問を持たずに従ったり，自
身が苦しくても保護者の期待に応えようとし
たりする

・自分に対して自信がない，両親に対して従順で
言いなりになっているということも特徴であった。
・セラピストも対 象 児はHSP（Highly sensitive 

person）ではないかという印象をもっている。
1議論の対象となっていない箇所を斜線で示した。武田信子氏：武田（2014, 2019, 2021），古荘純一氏：古荘・磯崎（2015），古荘（2016），古荘（2020），宮本信也氏：宮本（2019, 2020）
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ブランド的価値を持った学校等の附属学校・園であり，
学力やそれを支える教育方針に加えて歴史や伝統等のブ
ランド的価値を重視する価値観を持つ保護者・教育者が
集まっているという内容である。これにより，上記と同
様に「教育熱心」が EM 的行為に発展する可能性が高ま
ると考えられる。
「2. 親族の特徴」については，「学歴・社会階層」と「そ

の他」を設定した。
「学歴・社会階層」については，近しい親族に高学歴・

高所得・社会的地位の高い職業の人がいるという内容で
あり，そのような特徴を有する親族との比較を保護者が
したり，親族との交流において親族からそのような価値
観を求めるような圧力がかかったりすることで保護者
の教育熱心が EM 的な行為に発展する可能性が高まると
考えられる。「その他」については，１つの事例の中で，
保護者のきょうだいに障害をもった人がいることで，そ
の保護者が親からの期待を一身に背負って苦闘し，社会
的成功を収めたというエピソードがみられた。そのため，
努力至上主義や上昇志向という価値観と成功体験を得て
いた。また，そのような親族がいるがゆえに子どもの障
害について受け入れることが難しいという複雑な心理も
みられた。

以上のような【周辺環境の特徴】は，家族メンバーの
生育環境であるがゆえに，EM を生む出すリスク要因と

なるような暗黙の価値観を自然なかたちで醸成すること
に寄与しているものと考えられる。
（4）保護者による EMの消失・改善要因　最終的なカ

テゴリーの内容を Table 6 に示した。従来と同様に，「1. 

子ども」，「2. 保護者」，「3. 周囲の状況・環境」の 3 つ
の上位カテゴリーに変更はないが，「1. 子ども」と「2. 

保護者」において下位カテゴリーを追加した。
「1. 子ども」は，「子ども自身の成長」と「他者に助

けを求める」に加えて，「子どもが問題行動を出す」と
いう下位カテゴリーを追加した。これは，子ども自身が
問題行動を出すことによって，自らのストレスフルな状
況を明確化し，保護者の理解を促したり，周囲の理解者
に繋がったりするという内容で，他の 2 つの下位カテ
ゴリーと比較するとネガティブな内容の出来事ではある
が，それがかえって問題状況の過酷さを保護者や周囲の
大人に知らしめることとなり，保護者自身の状況理解や
外部の理解者に繋がるということである。
「2. 保護者」は，「保護者自身が理解を示す」と「片

方の保護者が片方の保護者をカバーする」に加えて，「保
護者自身の子どもへの執着が弱まる」という下位カテゴ
リーを追加した。保護者自身がそれまで持っていた子ど
もへの執着や，子どもを通して満たされない自己を補償
しようとすることへの執着から解放されるという内容で
あり，子ども自身の成長や不適応といったこと，保護者

上位カテゴリー 下位カテゴリー カテゴリーの説明 具体例

1. 子ども

子ども自身の成長

子ども自身が成長し，保護者による虐待的関わりに反抗することで意思
表示したり，自身が保護者の思い通りにならない年齢になってきている
ことを知らしめたりすることで保護者の理解を促したり，保護者による
虐待的関わりを無効化したりする

・本児自身は自己理解や家庭の状況など自己の状況把握を進め，学校生
活の中で友人や先生らと様々な経験をする中で，思春期的課題に取り組
んで成長していったと思われた。
・不適応行動とは対照的に，対象児は学校の中で自分の力を発揮できる
ようなことを求める動きをしていた。
・本児一人で病院に通うようになった。

他者に助けを求める 自身の置かれた状況から抜け出すために他者に助けを求める

・本児が被害を訴えて，介入支援につながった。
・保護者に対して，「それは虐待だから警察に言う」と言い返した，と教
師に語った。
・「家で勉強させられるので辛い」と担任に訴えていた。

子どもが問題行動を
出す

子ども自身が問題行動を出すことによって，自らのストレスフルな状況
を明確化し，保護者の理解を促したり，周囲の理解者に繋がったりする

・自宅では暴れたりゲームばかりしていたりして，母親と衝突を繰り返し
ていた。
・両親は姉妹に対して特に対応に差をつけたりしていたわけではないが，
本児が手が付けられなくなるくらい泣いて暴れるので，結果的に対応が
変わってきたということはありそう。

2. 保護者

保護者自身が理解
を示す

保護者が子どもの状態・要求・特性・能力に目を向けて子どもを理解す
るようになったり，自身の子どもに対する関わりやその背後にある自身
の特徴について理解するようになる

・父親自身も悩んでいた様子。人に相談するということもできる人だった。
・不登校なった後は父親の方が本児に対して積極的に関わっている。
・母親自身は，本児の発達凸凹について今受け止めを始めている状態。
・父親は，週末の学習の後に子どもの状態が悪化するということを自覚
するようになっていった。

片 方 の 保 護 者 が
片方の保護者をカ
バーする

片方の保護者が虐待的関わりをするもう片方の保護者と子どもとの間に
入って両者の衝突を防いだり，衝突による被害を抑えたり，虐待的関わ
りをする保護者が子どもに理解を示すことを促したりする。

・父親が求めるほどの成績が取れなくても，本児ががんばってある程度
の点数を取っていれば，本児の勉強をみたりしてフォローしようとして
いた。
・母親は，強くは止められなかったが，ブレーキ的な役割を担っていた。

保護者自身の子ども
への執着が弱まる

保護者自身がそれまで持っていた子どもへの執着や，子どもを通して満
たされない自己を補償しようとすることへの執着から解放される

・父親は転校せずそのまま学校に残るという本児の判断に対して，「きっ
と退学になるだろうなって思います」と語っており，本児が決めてから
は意外と○○学校へのこだわりが無くなったという印象。

3. 家庭外の理
解者

医師や教師，心理士，ソーシャルワーカーなどの専門家やその他子育て
を支援してくれる理解者が存在することで子どもや保護者自身が直接
的・間接的に支援される

・母親はセラピストの助言を聞いて本児と一緒に食事をとり，本児がテ
キストを開いているときに説明してあげるなどの関わりをするようになっ
た。
・父親は本児の変化が少ないとき，学校に行く頻度が下がってきたりし
た際には，もどかしい思いを吐露していて，その時はセラピストが「今
がお父さん，踏ん張りどころですよ」と支えたり，現状維持を促したりと，
セラピストによる支えで踏ん張れていた。
・教師は，周りの子に対して，「もう差別じゃなしに，そこを頑張ってい
るんや」っていう話をしながら対応していた。
・学校の対応としては，登校して授業に参加した時には当てないとか，
宿題をださないといった配慮をしていた。保健室の先生も支えになった。

Table 6　保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメントの消失・改善に関与すると考えられる要因
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大西　将史，廣澤　愛子，望月　直人，望月　基子，大西　　薫

自身が自身の自己を充足するような別の対象を見つけた
り，そのような価値観そのものが変化したりすることに
よってもたらされると考えられる。
「3. 周囲の状況・環境」は，従来通り「価値観を揺さ

ぶられる体験」と「家庭外の理解者の存在」の 2 つの下
位カテゴリーから修正の必要はなかった。
（5）保護者による EMの生起・維持あるいは消失・改
善に関与すると考えられる状況要因

上位カテゴリーとして，「1. 生起・維持に関与する状
況要因」と「2. 消失・改善に関与する状況要因」の 2

つを設定した。
「1. 生起・維持に関与する状況要因」は，「学歴主義・

高い社会階層の環境に飛び込む」と「“ お受験 ” に挑む」
「保護者の疲弊」の 3つの下位カテゴリーを設定した。「学
歴主義・高い社会階層の環境に飛び込む」は，結婚・引っ
越し等により高い学歴や社会階層の地域・人間関係に入
ることで，そこで優勢な早期教育・早期受験競争，学歴
主義・成果主義・競争主義といった価値観の中で生活す
ることを余儀なくされるという内容である。「“ お受験 ”
に挑む」は，中学受験等のいわゆる “ お受験 ” に挑むと
決めることで，高頻度の塾通いや早期からの学歴主義・
成果主義・競争主義の環境に足を踏み入れ，ストレスフ
ルであるにも関わらず，教育に投じた金銭的・時間的・
労働的コストに見合った成果を期待せざるを得ない状況
に追い込まれるという内容である。「保護者の疲弊」は，
子どもをサポートしていた片方の保護者が疲弊してしま
うことで，子どもをサポートしきれなくなって事態が好
転しない，あるは悪化してしまうという内容である。い
ずれも個人や環境の静的な特徴とは言えない，偶発的な

状況要因であるといえる。
「2. 消失・改善に関与する状況要因」は，「子どもが

自由に時間を過ごすことができる時間」という下位カテ
ゴリーを設定した。偶発的にできた時間ではあるが，そ
れを活かすだけの子どもの状態・周囲の状況が準備され，
“ 機が熟す ” ことで，子どもが自由に過ごしそこで主体
性を取り戻すことができ，子ども自身の成長につながる
という内容であり，これもまた偶発的な状況要因である
といえる。

これらの状況的な要因は，その状況になることで渦中
にある個人ではコントロールすることの難しい内容であ
るが，個人の特徴や環境の静的な特徴と組み合わせられ
ながら EM の生起・維持及び消失・改善に寄与している
ものと考えられる。

まとめと今後の課題

本研究では，福祉・医療・教育現場の専門家に対する
インタビュー調査から追加で得られた 5 事例の質的分析
を行い，保護者による EM の生起・維持に関与すると考
えられるリスク要因と EM の消失・改善要因ついて実証
的に検討することを目的とした。

新たな 5 事例を加えて合計 13 事例についてカテゴ
リー化を行い，（1）保護者の子どもとの関わりの特徴，

（2）保護者による EM によって子どもに生じた身体・精
神症状や不適応行動，（3）保護者による EM のリスク要
因，（4）保護者による EM の消失・改善要因に加えて，「EM

の生起・維持及び消失・改善に関与すると考えられる状
況要因」の 5 つの観点から整理を行った。その結果，そ
れぞれのカテゴリーの追加・整理・内容修正を行うこと

上位カテゴリー 下位カテゴリー カテゴリーの説明 具体例

1. 生起・維持
に関与する状
況要因

学歴主義・高い社
会階層の環境に飛
び込む

結婚・引っ越し等により高い学歴や社会階層の地域・人間関係に入る
ことで，そこで優勢な早期教育・早期受験競争，学歴主義・成果主義・
競争主義といった価値観の中で生活することを余儀なくされる

・長女が3歳の時に本児と同じ幼稚園に入った際，他の園児がすでにみ
んな毎日習い事に通っている状態で，父親はすごく焦ったそう。
・幼児教室は，ほぼその園の専属のような形で，みんな園が終わったら
通っている。保護者もこの流れについていけないと，保護者としても周
りについていけない 。

“お受験”に挑む

中学受験等のいわゆる“お受験”に挑んだり，合格することで，高頻度の
塾通いや早期からの学歴主義・成果主義・競争主義の環境に足を踏み
入れ，ストレスフルであるにも関わらず，教育に投じた金銭的・時間的・
労働的コストに見合った成果を期待せざるを得ない状況に追い込まれる

・本児は「○○（学校）じゃない別の道に進むと，メンツが潰れる。す
ごく頑張って，中学受験をして入ったのに，それがゼロになっちゃうの
は嫌だ」と語った。
・不登校状態の時には，両親ともにすがり付きのようなものが激しく，復
帰することを第一として学習にも手を抜かせなかった。

保護者の疲弊
子どもをサポートしていた片方の保護者が疲弊してしまうことで，子ど
もをサポートしきれなくなって実態が好転しない，あるは悪化してしま
う

・母親はスケジュール管理と送り迎えに忙しすぎて，それ以上のことを
やろうという気力が出てこない様子。
・母親が消耗しすぎているため夫婦喧嘩にもならない。

連携先の対応のま
ずさ

家庭と連携して子どもの教育や支援をするはずの学校・適応指導教室
等の教育機関，児童相談所や病院等の福祉・医療機関の対応に問題が
あるために問題状況が維持されたり悪化したりしてしまう

・本児の支援に担任がチームとして動くことができず，「別室教室の先生
やSCは親身になってくれるのに」という不満が生じた。
・教師は（本児の知的障害に）気付いていたはず。そういう意味では教
師の対応は不適切といえる。保護者も，電話相談で済ませてしまったの
は，教師の言葉が信じられないということがあったのではないか。しかも，
電話相談で「問題ない」と言われてしまった。

2. 消失・改善
に関与する状
況要因

子どもが自由に過ご
すことができる時間

偶発的にできた時間ではあるが，それを活かすだけの子どもの状態・周
囲の状況が準備されて“機が熟す”ことで，子どもが自由に過ごしそこで
主体性を取り戻すことができ，子ども自身の成長につながる

・病院受診時間と保護者の時間の調整ができず， 本児一人で通うように
なったことで，自分自身の時間とちょっとした余暇を楽しめるようになっ
た。それをきっかけに，病院に行く際に寄り道するなど自分自身の時間
を作れるようになった。また，通院費としてもらったお金でちょっとした
余暇を楽しめるようになった 。

価値観を揺さぶられ
る体験

子どもやその保護者等家族が重大な出来事に出会い，その中で保護者
が自身の価値観を揺さぶられるような体験をすることで自身の価値観を
点検・修正し，子どもとの関わり方を変える

・治療が始まった後，なかなか治療がうまくいかず，治療をストップし
たりもした。また，薬の副作用もあり，入院期間が長くなって治療も長
引いた。
・友達との関係の問題で不登校になったことを父親が叱ったら「べしゃっ
て倒れてしまった」。父親はそんなことで倒れるとは思っていなかった。

Table 7　保護者によるエデュケーショナル・マルトリートメントの生起・維持に関与するあるいは消失・改善に関与すると考えられる状況要因
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ができた。特に，今回新たに加えた「周辺環境」と「状
況要因」は，保護者による EM の生起・維持及び消失・
改善のメカニズムについて包括的に捉える上で重要な要
因であると考えられる。

しかしながら，本研究で分析対象となった事例はまた
わずかに 13 例であり，十分とはいえない。また，EM

の領域については今回は学業領域に絞っている。その
ため，今後はさらなる事例の収集が必要である。また，
EM ではない虐待事例，EM の範疇には入らない教育熱
心な保護者の事例も分析対象に加え，本研究で得られた
概念の妥当性を検証・改善することが課題である。特に，
EM のリスク要因と消失・改善要因は，あくまで保護者
による EM の事例においてみられた特徴を質的分析方法
に基づいて整理したことで得られたものであり，これら
が真の意味でリスク要因や消失・改善要因であると言え
るためには，量的分析も用いてさらに検討する必要があ
る。

さらに，本研究で得られた保護者による EM の消失・
改善要因は，保護者が EM に陥らないための保護因子と
は異なるため，今後は保護者が EM に陥らないための保
護因子についても検討を行うことが必要である。最後に，
本研究で分析対象として得られた事例自体は，筆者らの
自験例ではなく，別の専門家が関わった事例であり，2

次情報の分析結果という点で情報の歪曲や欠落の可能性
がないとはいえない。したがって，今後は倫理的な問題
を回避しつつ保護者を対象とした事例の分析を行うこと
も重要な課題である。
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